
- 1 -

令和７年第９回厚岸町教育委員会会議録

日 時 令和７年７月18日 午前10時00分
招 集

場 所 厚岸町役場 ２階庁議室

開 会 日 時 令和７年７月18日 午前10時00分

閉 会 日 時 令和７年７月18日 午前10時40分

田 辺 正 保

濱 秀 利

出 席 委 員

森 脇 直 美

成 澤 幸 恵

欠 席 委 員

会議録署名 教 育 長 滝 川 敦 善

委 員 委 員 濱 秀 利

教 育 長 滝 川 敦 善

事務局職員 管理課長 諸 井 公

会議出席 指導室長 藏 光 貴 弘

者 生涯学習課長 車 塚 洋

海事記念館長 菅 原 卓 己

B&G海洋センター所長 千 葉 隆 行

温水プール館長 石 田 秀 之

管理課補佐兼総務係長 余 西 弘 希

その他の者
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議事日程

日
議案番号 付 議 事 件

程

１ 開会

２ 会期の決定

３ 前回会議録の承認

４ 会議録署名委員の指名

５ （議案）

議案第38号 厚岸町教育事務評価委員の委嘱について【原案可決】

議案第39号 厚岸町環境教育推進委員会委員の委嘱について【原案可決】

議案第40号 厚岸町部活動地域移行検討協議会委員の委嘱について【原案可

決】

議案第41号 厚岸町温水プール条例施行規則の一部を改正する規則について

【原案可決】

６ 閉会
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令和７年第９回厚岸町教育委員会

令和７年７月18日

午前10時00分開会

●教育長 ただいまから、令和７年第９回厚岸町教育委員会を開会

します。これから、本日の会議を開きます。

なお、本日の日程は、既に配付されている日程表のとお

りであります。

●教育長 日程第２「会期の決定」についてであります。委員会の

会期を本日、７月18日の１日間としてよろしいですか。

（はい。の声）

●教育長 それでは、会期を本日７月18日の１日間といたします。

●教育長 日程第３、「前回会議録の承認」についてであります。

令和７年６月18日に開会した第８回教育委員会の会議録

の承認についてでありますが、会議録署名委員の森脇委員、

私がそれぞれ署名済みでありますので、これをもちまして

承認とさせていただきます。

●教育長 日程第４、「会議録署名委員の指名」についてであります。

本日の会議録署名委員は、会議規則第18条の規定により、

成澤委員を指名いたします。

●教育長 日程第５、議案第38号「厚岸町教育事務評価委員の委嘱

について」を議題といたします。

職員は、提案理由の説明をしてください。



- 4 -

●管理課長 ただ今上程いただきました、議案第38号「厚岸町教育事

務評価委員の委嘱について、その提案理由と内容をご説明

申し上げます。

議案書１ページをご覧願います。厚岸町教育事務評価委

員は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第26条の

規定に基づき、厚岸町教育委員会の権限に属する事務の管

理及び執行の状況の点検及び評価を実施するにあたり、ご

意見をいただくため、学識経験を有する方３名に委員を委

嘱しております。

本年３月31日をもって教育事務評価委員の任期が満了

になっており、今後、令和６年度分の事務の管理及び執行

の状況の点検及び評価を進めるにあたり、厚岸町教育事務

評価会議設置要綱第３条第２項の規定により、厚岸町教育

事務評価委員を委嘱しようとするものであります。

委員の氏名等でございます。生年月日、住所、職業は記

載のとおりですので省略させていただきます。一人目は、

梅本宏之氏、新任、二人目は、森敏隆氏、新任、三人目は、

玉井康之氏、再任であります。

任期は、令和７年８月１日から令和９年７月31日の２年

間となっております。

以上、簡単な説明でございますが、議案第38号、「厚岸町

教育事務評価委員の委嘱について」の説明とさせていただ

きます。ご審議の上ご承認くださいますようよろしくお願

いいたします。

●教育長 内容は、厚岸町教育事務評価委員の委嘱についてであり

ます。

これから質疑を行います。
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（ありません。の声）

●教育長 なければ、本件を原案のとおり決定してよろしいですか。

（はい。の声）

●教育長 次に、議案第39号「厚岸町環境教育推進委員会委員の委

嘱について」を議題といたします。

職員は、提案理由の説明をしてください。

●指導室長 ただ今上程いただきました、議案第39号厚岸町環境教育

推進委員会委員の委嘱について、その提案理由と内容をご

説明申し上げます。

議案書２ページをご覧願います。厚岸町環境教育推進委

員会は、平成８年度に設置され、厚岸町の環境教育の推

進を担ってきております。令和７年４月１日より委嘱され

た委員について、釧路太田農業協同組合 須田 豊氏が退

職されたことにより欠員が生じたため、厚岸町環境教育推

進委員会設置要綱第３条第１項の規定により新たに委嘱い

たしたく、本案を提出するものであります。

氏名等でございます。地元産業関係者、松田浩昭委員、

釧路太田農業協同組合勤務、任期については、令和７年８

月１日から令和８年３月31日までとなっております。

以上、簡単な説明でございますが、議案第39号「厚岸町

環境教育推進委員会委員の委嘱について」の説明とさせて

いただきます。ご審議の上ご承認いただきますよう、よろ

しくお願いいたします。
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●教育長 内容は、厚岸町環境教育推進委員会委員の委嘱について

であります。

これから質疑を行います。

（ありません。の声）

●教育長 なければ、本件を原案のとおり決定してよろしいですか。

（はい。の声）

●教育長 次に、議案第40号「厚岸町部活動地域移行検討協議会委

員の委嘱について」を議題といたします。

職員は、提案理由の説明をしてください。

●生涯学習 ただ今上程いただきました、議案第40号「厚岸町部活動

課長 地域移行検討協議会委員の委嘱について」、その提案理由と

内容をご説明申し上げます。

議案書３ページをお開きください。現在の委員は、令和

７年６月30日をもって任期満了となりますことから、「部活

動地域移行検討協議会設置要綱」第４条第１項の規程によ

り、新たな委員を委嘱いたしたく、本議案を提出するもの

であります。１、氏名等でありますが、生年月日、住所等

につきましては、記載のとおりでありますので、省略させ

ていただきます。氏名であります。委員区分「スポーツ団

体関係者等」、竹田則幸氏、小林敏美氏、いずれも再任であ

ります。次に、委員区分「文化団体関係者等」、杉田尚美氏、

森脇智亮氏、いずれも再任であります。次に、委員区分

「保護者代表」、田﨑恵利奈氏、再任であります。次に、委
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員区分「学校関係者」、櫻井順氏、福田英明氏、井上哲平氏、

山本十三氏、いずれも再任であります。２、任期でありま

すが、令和７年７月１日から令和９年６月30日までであり

ます。

以上、簡単な説明でございますが、議案第４０号の説明

とさせていただきます。

ご審議の上ご承認いただきますよう、よろしくお願いい

たします。

●教育長 内容は、厚岸町部活動地域移行検討協議会委員の委嘱に

ついてであります。これから質疑を行います。

（ありません。の声）

●教育長 なければ、本件を原案のとおり決定してよろしいですか。

（はい。の声）

●教育長 次に、議案第41号「厚岸町温水プール条例施行規則の一

部を改正する規則について」を議題といたします。

職員は、提案理由の説明をしてください。

●生涯学習 ただ今上程いただきました、議案第41号「厚岸町温水

課長 プール条例施行規則の一部を改正する規則について」、その

提案理由と内容をご説明申し上げます。

議案書４ページをお開き願います。この度の改正は、厚

岸町温水プール条例の施行に関し、必要な事項を定めてい

る、同条例施行規則の別記様式中において、一部の表記を

修正いたしたく、本案を提出するものであります。改正内
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容につきましては、別にお配りしております、議案第41号

説明資料、厚岸町温水プール条例施行規則の一部を改正す

る規則新旧対照表により、ご説明申し上げます。

最初に、１ページ、別記様式第１号「厚岸町温水プール

使用許可・使用料免除申請書」中、「免除申請」の欄の「町

内在住の小学生又は中学生が土曜日に使用する。」を「小学

生又は中学生が土曜日に使用する。」への字句の修正であり

ます。これは、現在、厚岸町内に限定せず、釧路管内の小

学生または中学生について、土曜日の使用料を免除してい

ることから改めるものであります。

次に、「道立厚岸少年自然の家の事業に使用する。」を

「北海道立青少年体験活動支援施設ネイパル厚岸が主催す

る事業に使用するとき、又は当該施設を利用する団体若し

くは個人が使用する。」への改正であります。これは、本条

例施行規則第７条第１項第５号の使用料の免除規定の文言

に合わせるために改めるものであります。

次に、２ページ、別記様式第４号「厚岸町温水プール使

用料還付申請書」中、様式下段決裁欄において、「係長」の

欄を「主幹」に、「係」の欄を「担当スタッフ」にそれぞれ

修正するものであります。これは、厚岸町温水プール条例

施行規則で定められている職員の配置に合うよう、改める

ものであります。

「附則」であります。この規則は、公布の日から施行す

るものであります。

以上、簡単な説明でございますが、議案第41号の説明と

させていただきます。ご審議の上、ご承認いただきますよ

う、よろしくお願いいたします。
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●教育長 内容は、厚岸町温水プール条例施行規則の一部を改正す

る規則についてであります。これから質疑を行います。

（ありません。の声）

●教育長 なければ、本件を原案のとおり決定してよろしいですか。

（はい。の声）

●教育長 その他、総体的に何かございませんか。

（ありません。の声）

（閉会）

●教育長 以上で、本日の会議日程は全て終了しました。

これをもちまして、第９回教育委員会を閉会します。
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次のように会議の次第を記載し、ここに署名する。

令和７年７月１８日

教 育 長

署 名 委 員

会議録作成者


